
 
 

 

 

電子媒体交換方式による口座振替事務取扱要領  

 
この要領は、口座振替収納事務取扱要綱（以下「要綱」という。）及び口座振替事務

取扱要領（以下「要領」という。）に定めるもののほか、電子媒体交換方式による口座

振替の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。  

 

１ 取扱いの対象  

ア  取扱対象金融機関は、別に定める電子媒体交換方式による水道料金・下水道使用

料等の口座振替に関する覚書をとりかわした金融機関とする。  

イ  取扱対象料金は、水道料金、下水道使用料及び公設浄化槽使用料とする。  

ウ  取扱対象日は、要綱第８条第１項に定めた所定振替日（以下「所定振替日」とい

う。）とする。ただし、所定振替日以外の日についても両者合意のうえ取扱うこと

ができるものとする。  

 

２ 処理運行  

本取扱いによる振替事務処理運行の概要については、別表１のとおりとする。  

⑴  金融機関への送付  

ア  管理者は、所定振替日単位に水道料金・下水道使用料等納入通知を正副２部の

電子媒体に収録し、預金口座振替送付書（以下「送付書」という。）（様式１）

とともに所定振替日の４営業日前までに送付するものとする。  

イ  電子媒体の授受は、管理者が指定する場所において管理者の指定する者と行う

ものとし、授受にあたっては資料授受伝票（様式２）により相互に確認するもの

とする。  

ウ  取扱金融機関は、送付された送付書及び電子媒体の内容（請求件数・金額）を

確認するものとする。  

⑵  処理  

ア 処理日程  

電子媒体の処理日程については、別表１の流れに従い、所定振替日に振替処理

が遅滞なく行われるよう細心の注意を払うものとする。  

イ 管理者への報告  

取扱金融機関は、正副２部の電子媒体に振替処理結果を収録し、次の帳票類を作

成のうえ（ア）については、所定振替日の２営業日後に、（イ）については、所

定振替日の２営業日後までに管理者へ返却及び報告するものとする。  

（ア） 預金口座振替報告書（様式１－⑴）  

（イ） 新潟市水道局預金口座振替処理結果集計表（様式３）  

ウ 整理保管  



取扱金融機関は、振替済者を電子媒体又は、一覧表等により、送付書（様式１

－⑵）とともに善良なる管理のもとに整理保管するものとする。  

⑶  その他  

ア  振替依頼の中止  

要領に定めた振替依頼の中止の例によるものとする。  

（預金口座振替中止連絡票（様式４））  

イ  再振替及びその送付方法等  

要綱第８条第１項第２号に基づく所定振替日に振替不能となった水道料金等

の再振替は、要領に定めた再振替及びその送付方法等の例によるものとする。  

３  電子媒体の取扱い  

⑴  電子媒体の仕様・内容  

電子媒体の仕様及び内容については別表２のとおりとする。  

⑵  取扱い上における事故  

ア  管理者が送付した電子媒体の事故  

管理者が送付した電子媒体に処理不能が生じた場合は、取扱金融機関は直ちに

管理者へ報告するとともに電子媒体を返却し、管理者は直ちに再作成して当該金

融機関へ再送付するものとする。  

イ  管理者へ返却した電子媒体の事故  

管理者は、返却を受けた電子媒体に処理不能が生じた場合は、直ちに当該金融機

関へ通知するとともに電子媒体を返却し、当該金融機関は直ちに再作成して管理

者へ再返却するものとする。  

４  帳票の取扱い  

⑴  預金口座振替送付書 （様式１－⑵⑶）  

⑵  預金口座振替報告書 （様式１－⑴）  

取扱金融機関は、所定振替日の電子媒体による振替結果にもとづき、振替済、振

替不能別の件数・金額を記載するものとする。  

⑶  資料授受伝票 （様式２）  

電子媒体の授受の際、資料授受伝票により相互に確認するものとする。  

⑷  新潟市水道局預金口座振替処理結果集計表 （様式３）  

取扱金融機関は、所定振替日の電子媒体による振替結果にもとづき、振替済、振

替不能別の件数・金額を集計し、１表に作成するものとする。  

⑸  預金口座振替中止連絡票 （様式４）  

口座振替事務取扱要領８－⑴に定めたとおりとする。  

⑹  用紙の調達  

報告書等の作成に使用する用紙は、帳票作成者において調達するものとする。  

⑺  帳票の管理  

取扱金融機関は、管理者が交付した帳票の取扱いについて善良なる管理の注意を

もって保管し、管理者は必要に応じて報告を求めることができる。  

 

附 則  



この要領は、昭和５５年４月１日から適用する。  

附 則  

この要領は、昭和５８年４月１日から適用する。  

附 則  

この要領は、昭和５９年４月１日から適用する。  

附 則  

この要領は、昭和５９年７月１日から適用する。  

附 則  

この要領は、昭和６１年６月１日から適用する。  

附 則  

この要領は、昭和６２年４月１日から適用する。  

附 則  

この要領は、平成９年９月１日から適用する。  

附 則  

この要領は、平成１７年３月２１日から適用する。  

附 則  

この要領は、平成１９年８月２０日から適用する。  

附 則  

この要領は、平成２１年７月１３日から適用する。  

附 則  

この要領は、平成２３年４月１日から適用する。 

附 則  

この要領は、平成２６年２月２６日から適用する。 

附 則  

この要領は、平成２６年１２月１日から適用する。 

附 則  

この要領は、令和６年１０月１日から適用する。 

 


















